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CONFIDENTIAL 試案作製 ： 鈴木浩二 
顧問： 唐津 一 / 石原信雄 

 改訂版 July 2011 
取扱注意 

“東北Eco-Hub” 4特区プロジェクト  被災地―核エリアと共同・拡大展開 

   ２０兆円の市場創出 ５０万人の雇用創出 
復興ビジョン・復興特区プロジェクト ―１ 

  『 エコシティ ＋ 自動車新産業特区 』   
 
被災エリア・東北の位置付け：  新しい産業／エコシティづくりによる開発・生産場 
----- 世界中で進むエコシティ、環境プロジェクト等、100兆円市場に向け、 
   「新しいエネルギーや新しい経済社会づくり」のビジネスモデル群 と 開発商材等を 
   産業輸出するための、生産・開発場（当復興特区エリア）とさせる。 
 

『 エコシティ開発特区 』       400ha 
 
 世界最大のエコシティ（中国政府×シンガポール政府／天津）の姉妹事業として、   
新産業へのビジネスモデル開発と産業輸出。（シンガポール国家開発省の協力を得る。） 
  

環境と新エネルギー切り口の、車を柱とする新産業からなる街づくりの開発 

例： 「オートモール開発」 × 「新エネルギー利用による都市インフラ開発」  

   × 「ITS、新エネルギー利用による交通インフラ」 
   × 「スマートグリッド、クラウド利用のスマートシティ開発」 
   × 「小売・商業・生活サービス」開発 × 「生活エンターテインメント開発」 

『 自動車新産業特区 』       200ha 
 
■1. 被災地の自動車関連事業群を集約、新エネルギー利用、スマートシティ対応、 
   クラウド、ITS等からなる街づくりを、自動車新産業特区として行う。 
  
■2. 被災地が日本の自動車産業の基幹役割を担うことから、 
  自動車の生産・加工にかかる「生産部品の技術資源」、「部品商材」 の流通上の   
  保護と共有化を図る。 
  
■3. 当被災地のリサイクル関連事業群を集約、縦型の循環を持つ 
   自動車のリサイクル産業を興す。   40ha 
 
民生化商材開発を目標とする、 
大手オートメーカー群と、被災地核の車関連の技術事業者群、技術者、及び 
小売、各種サービス産業の事業者 を集約。 

 

■ 「日本の成長を牽引する街づくり」 と、「ビジネスモデル輸出の拠点」  を目指す。 

■ 日本の内需拡大を牽引、消費を拡大・突破させる戦略を有する。環境切り口の街づくり。 

■ 民間の戦略構造と、日本政府の成長戦略を持つ復興特区法制より開発サポート。 

エコシティ開発特区、自動車新産業特区 における特恵内容は、 

下記特区の内容に準ずるよう、検討する。 
 ----- 天津経済特区（TEDA）、天津エコシティ、仙川経済特区、蘇州経済特区、 

     無錫経済特区、バンガロール経済特区、ビンタン経済特区、バタム経済特区 
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港湾／リサイクルポート 

200ha 

リサイクルポート整備 
（総合静脈物流拠点港） 
（三次補正予算を検討） 
 

SC & 商業核施設 

 （民間事業主体） 

「オートフォーラム」  
  中核事業施設 
新産業開発への 
コンベンション・ビジネス 
    （民間事業主体） 

留学生会館 

ホテル （2社） 
コンドミニアム 

自動車新産業保税特区  400ha エコシティ開発特区 400ha 

環境切り口の商業・街開発  

  日本の内需拡大を牽引、 

  消費を拡大・突破させる 

  戦略を有する。  

「オートフォーラム」中核事業施設  （開発&コンベンション・ビジネス） 
Show& 
コンベ 
ンション 

大手&中小 
オートメーカー 
R&Dブース 

プロデュ 
ーサーズ 
・オフィス 
買付・ 
オークション 

ピット・ 
ビジネス 

パーツ& 
キャラク 
ターズ・ 
ビジネス 
 

ライセンス・ 
ビジネス 

製造開発×サービス開発 
民生化商材を販売 
 
オートメーカー 
×中小技術企業 
×小売×サービス×ソフト・コンテンツ 
×IT事業者×生活・住環境事業者 
 
「オートモール」 

居 住＋インフラ＋公共サービス施設 

            （業務施設） 

EV／PHV生産拠点 
     ＋ 
（三次補正予算を検討） 
・自動車共同部品センター 
・自動車共同物流センター 
・新車整備センター 

開発テーマ： （三次補正予算を検討） 
・スマートグリッド&スマートシティ開発／  

  -Electric Vehicle Park  -EV edutainment centre 等 

・環境技術開発 （商品開発、新エネルギー開発） 
・街づくり・インフラづくり   ・ＩＴＳ等新インフラ、新交通システム  

・環境切り口の、新しい「生活、通信、教育、エンターテインメント、 

  ソフト・コンテンツ産業」等の開発 

・生活商材全般、への、環境切り口の開発  

・小売と各種生活産業 

[ 自動車新産業／R&D施設群 ] 
  （新技術工場、流通施設含む） 
160ha 

 “Auto & Entertainment Complex”  

① 国内投資事業者を含む投資集約への仕掛け 

② 国内外の中小を含む起業家集約 

③ 環境ビジネス、バイオ、新エネルギー開発、 

  ハブ・サービス、ハブ・インフラ事業者を対象の、 

  マルチビジネス。 

・地域住民、消費者が望む、 
 “オートアプローチによる生活拡大” により、消費突破。 
 
・地域の技術資源、販社、小売、異業種事業者 
 群の 乗り入れによる、高集客・高効率販売を伴う、 
 新産業化としてのビジネスモデルづくり。 
 
・天津エコ姉妹事業としての、 トヨタ・スマート・センター 
 ／スマート・グリッド を実用媒体として、 
 SC内事業施設（テナント含む）、 及び 地域施設ネットワークに向け運営。 

次世代製造・開発ゾーン      サービス産業・開発ゾーン 

自動車 

リサイクル特区 

40ha 
 
（三次補正予算を検討） 
被災車両の取り扱いを含む、 
 
中古車流通事業施設 
自動車解体・プレス事業施設 
破砕・リサイクル事業施設 
中古部品の検査・再生・保管施設 
再生資源活用施設 
ダスト搬出・移出施設 
 

自動車新技術のための 
研修・人材育成施設 
（三次補正予算を検討） 

被災地／日本 ⇒新産業輸出    

都市型工業、研究開発型企業、研究開発施設に向けて、 

高度な生産や加工、研究開発機能の立地を先導的に促進する戦略エリア------- 

  資産・機械設備等の特別償却／事業用資産の買換え特例／ 

  不動産取得税、固定資産税、特別土地保有税、事業所税、事業税の非課税、 

    オフショアビジネス減税 等  ※シンガポール例：経済拡大奨励法 

         （RHQ／IHQ軽減税率、パイオニア産業租税免除、R&D控除 等） 
・税関行政関係手続き料の免除  

・関税の引き下げ・輸入割当制度の緩和 

・外国人技能者の在留資格基準・在留期間の緩和 

・外国人技術者・ビジネスマンの入国基準の緩和 

・工場等制限法の適用除外 他 

 

●エンタープライズ法整備（各種規制の見直しと優遇措置）による資源集約より、復興原資へ 

●国内外の民間投資集約 （起業家導入と成長支援）⇒ 環境重視の産業創出、優遇措置 

   質重視のビジネス・ハブを支える各種ビジネス支援サービス、生活支援サービスの強化促進。 

   （国際標準に則った弁護士・弁理士、会計事務所、通訳・翻訳、人材育成・派遣 等） 
●海外からの投資家・起業家へのセキュリティ・インセンティブ整備 

  人権、出入国、居住、教育、就労、保険、福利厚生、治安 等へのインセンティブ提供。 

  外国人医師、薬剤師、調理師、介護福祉士等の資格要件緩和、 

  行政文書の英語記載、外国学校法人認可 等 

 

 【特恵項目】 
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